
補助メニュー ※（１）～（３）の補助金を重複して申請することはできません

①実施主体

新規に海外展開に取組む又は既存の
海外展開を拡大させる事業者

②補助率、上限額等
１／２以内（１社あたり上限３０万円）

③補助対象経費
・市場調査（旅費、宿泊費等）
・商談会、展示会等出展
・商品開発
・広報活動（宣伝広告費等）
・その他、海外展開に向けた経費

（１）海外展開チャレンジ事業

令和４年度海ビジネス展開支援事業補助金について

交付決定の日（７月上旬予定）～令和５年３月１７日に支出した経費

目 的

補助対象期間

熊本県 観光戦略部 販路拡大ビジネス課
担当 ： 石野、山口
電話：096-333-2395
E-mail ：isino-sh@pref.kumamoto.lg.jp

yamaguchi-m-dk@pref.kumamoto.lg.jp

問合せ先

国内マーケットが人口減少に伴い将来的に縮小傾向にある中、海外市場の活力を取り込み、新たな海外販路開拓や商流創出、
輸出を通じたブランド化等に向け、輸出拡大に取り組む県内事業者を支援します。

①実施主体
ア：農業法人、農業協同組合、農業協同出資
法人、農業者（個人の場合３人以上の組
織であること。） 等
イ：県内企業

②補助率、上限額等
ア：定額（上限１００万円）
イ：１／２以内（上限１００万円）

③補助対象経費
・各種検査受験に係る費用（残留農薬、
食品添加物等）
・各種認証取得に係る経費（国際ＧＡＰ、
ＨＡＣＣＰ等）
・その他、輸出規制への対応に資する経費

①実施主体
ア：農業法人、農業協同組合、農業協同出資
法人、農業者（個人の場合３人以上の組
織であること）、直売所等出荷協議会 等
イ：県内企業

②補助率、上限額等
ア：定額（上限４０万円）
イ：１／２以内（上限４０万円）

③補助対象経費
・市場調査（旅費、宿泊費等）
・商談会、展示会等出展
・商品開発
・広報活動（広告宣伝費等）
・その他、海外展開に向けた経費

（２）輸出ソリューション支援事業 （３）輸出拠点強化支援事業

令和４年 ５月２日（月） ～ ６月２日（木） １７時（必着）募集期間

●提出書類のデータは、熊本県ホームページから
ダウンロードしてください。
「観光・しごと・産業」→「販路拡大ビジネス課」→「お知らせ」
＜URL＞/soshiki/209/94631.html


